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福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

第２節 財政収支の改善に係る基本的な考え方 第２節 財政収支の改善に係る基本的な考え方 第２節 財政収支の改善に係る基本的な考え方

1 市町村国保の財政運営の基本的な考え方 1 市町村国保の財政運営の基本的な考え方 1 市町村国保の財政運営の基本的な考え方

国保は、特別会計を設置し運営されていますが、一会計年度単位で 国保は、特別会計を設置し運営されていますが、一会計年度単位で 国保は、特別会計を設置し運営されていますが、一会計年度単位で

行う短期保険であることから、保険料（税）と国庫負担金等の特定の 行う短期保険であることから、保険料（税）と国庫負担金等の特定の 行う短期保険であることから、保険料（税）と国庫負担金等の特定の

収入をもって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。 収入をもって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。 収入をもって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。

新制度移行後は、公費による財政支援の拡充や国民健康保険事業費 新制度移行後は、公費による財政支援の拡充や国民健康保険事業費 新制度移行後は、公費による財政支援の拡充や国民健康保険事業費

納付金（以下「納付金」という。）制度、国民健康保険保険給付費等 納付金（以下「納付金」という。）制度、国民健康保険保険給付費等 納付金（以下「納付金」という。）制度、国民健康保険保険給付費等

交付金（以下「交付金」という。）制度の導入により、決算補填等を 交付金（以下「交付金」という。）制度の導入により、決算補填等を 交付金（以下「交付金」という。）制度の導入により、決算補填等を

目的とした法定外の一般会計繰入の必要性は大幅に減少するものと考 目的とした法定外の一般会計繰入の必要性は大幅に減少するものと考 目的とした法定外の一般会計繰入の必要性は大幅に減少するものと考

えられることから、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入な えられることから、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入な えられることから、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入な

どについては、段階的に解消・削減する必要があります。 どについては、段階的に解消・削減する必要があります。 どについては、段階的に解消・削減する必要があります。

2 県の国保財政の運営に係る基本的な考え方 2 県の国保財政の運営に係る基本的な考え方 2 県の国保財政の運営に係る基本的な考え方

市町村国保と同様に、県は一般会計とは区別し特別会計を設けて財 市町村国保と同様に、県は一般会計とは区別し特別会計を設けて財 市町村国保と同様に、県は一般会計とは区別し特別会計を設けて財

政運営をしていきます。原則として、市町村の保険給付費を賄う交付 政運営をしていきます。原則として、市町村の保険給付費を賄う交付 政運営をしていきます。原則として、市町村の保険給付費を賄う交付

金（普通交付金）は、市町村から納付される納付金や国、県公費等に 金（普通交付金）は、市町村から納付される納付金や国、県公費等に 金（普通交付金）は、市町村から納付される納付金や国、県公費等に

よって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。 よって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。 よって、収支が均衡できるよう運営していくことが重要です。

そこで、納付金については適正に算定することはもとより、保険給 そこで、納付金については適正に算定することはもとより、保険給 そこで、納付金については適正に算定することはもとより、保険給

付費の急激な増加などが生じた際には、県に設置された財政安定化基 付費の急激な増加などが生じた際には、県に設置された財政安定化基 付費の急激な増加などが生じた際には、県に設置された財政安定化基

金を活用し、安定的な財政運営を目指します。 金を活用し、安定的な財政運営を目指します。 金を活用し、安定的な財政運営を目指します。

決算剰余金等の留保財源の活用方法については、医療費水準の変動 決算剰余金等の留保財源の活用方法については、医療費水準の変動

や前期高齢者交付金の精算等への備えを含め、市町村と協議します。 や前期高齢者交付金の精算等への備えを含め、市町村と協議します。

第３章 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法に関する事項 第３章 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法に関する事項 第３章 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法に関する事項

第１節 保険料（税）の算定方式の現状 第１節 保険料（税）の算定方式の現状 第１節 保険料（税）の算定方式の現状

1 各市町村の保険料（税）算定方式 1 各市町村の保険料（税）算定方式 1 各市町村の保険料（税）算定方式

算定方式は、2方式（所得割、均等（人数）割）、3方式（所得割、 算定方式は、2方式（所得割、均等（人数）割）、3方式（所得割、 算定方式は、2方式（所得割、均等（人数）割）、3方式（所得割、

均等割、平等（世帯）割）、4方式（所得割、資産割、均等割、平等割） 均等割、平等（世帯）割）、4方式（所得割、資産割、均等割、平等割） 均等割、平等（世帯）割）、4方式（所得割、資産割、均等割、平等割）

があり、本県の状況は表3-1のとおりです。 があり、本県の状況は表3-1のとおりです。 があり、本県の状況は表3-1のとおりです。

表３－１ 平成２８年度 県内市町村の算定方式 表３－１ 平成２８年度 県内市町村の算定方式 表３－１ 平成２８年度 県内市町村の算定方式

（出典：福島県「国民健康保険事業状況報告書」） （出典：福島県「国民健康保険事業状況報告書」） （出典：福島県「国民健康保険事業状況報告書」）

１

４方式 ３方式 ２方式
医療分 36 23 0
後期分 35 23 1
介護分 35 23 1

保険者数
４方式 ３方式 ２方式

医療分 36 23 0
後期分 35 23 1
介護分 35 23 1

保険者数
４方式 ３方式 ２方式

医療分 36 23 0
後期分 35 23 1
介護分 35 23 1

保険者数



福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

2 応能割と応益割の賦課割合 2 応能割と応益割の賦課割合 2 応能割と応益割の賦課割合

保険料（税）には、応能割（被保険者の負担能力に応じて賦課され 保険料（税）には、応能割（被保険者の負担能力に応じて賦課され 保険料（税）には、応能割（被保険者の負担能力に応じて賦課され

る割合）と応益割（被保険者及び世帯に一律に賦課される金額）があ る割合）と応益割（被保険者及び世帯に一律に賦課される金額）があ る割合）と応益割（被保険者及び世帯に一律に賦課される金額）があ

り、本県の賦課割合は応能割の方が高い傾向にあります。 り、本県の賦課割合は応能割の方が高い傾向にあります。 り、本県の賦課割合は応能割の方が高い傾向にあります。

3 所得割・資産割・均等割・平等割の賦課割合 3 所得割・資産割・均等割・平等割の賦課割合 3 所得割・資産割・均等割・平等割の賦課割合

応能割には所得割及び資産割、応益割には均等割及び平等割があり、 応能割には所得割及び資産割、応益割には均等割及び平等割があり、 応能割には所得割及び資産割、応益割には均等割及び平等割があり、

国保法施行令（以下「政令」という。）第29条の7で規定された割合（※） 国保法施行令（以下「政令」という。）第29条の7で規定された割合（※） 国保法施行令（以下「政令」という。）第29条の7で規定された割合（※）

を基本としつつ、各市町村の状況に応じた賦課割合となっています。 を基本としつつ、各市町村の状況に応じた賦課割合となっています。 を基本としつつ、各市町村の状況に応じた賦課割合となっています。

※ 2方式にあっては所得割：均等割＝50：50、3方式にあっては ※ 2方式にあっては所得割：均等割＝50：50、3方式にあっては ※ 2方式にあっては所得割：均等割＝50：50、3方式にあっては

所得割：均等割：平等割＝50：35：15、4方式にあっては 所得割：均等割：平等割＝50：35：15、4方式にあっては 所得割：均等割：平等割＝50：35：15、4方式にあっては

所得割：資産割：均等割：平等割＝40：10：35：15 所得割：資産割：均等割：平等割＝40：10：35：15 所得割：資産割：均等割：平等割＝40：10：35：15

4 賦課限度額 4 賦課限度額 4 賦課限度額

賦課限度額については、現在県内すべての市町村が国保法施行令 賦課限度額については、現在県内すべての市町村が国保法施行令 賦課限度額については、現在県内すべての市町村が国保法施行令

29条の7において規定する金額で設定しています。 29条の7において規定する金額 29条の7において規定する金額（医療分：54万円、後期高齢者支援金分

で設定しています。 ：19万円、介護納付金分：16万円）で設定しています。

第５節 保険料（税）水準の統一 第５節 保険料（税）水準の統一 第５節 保険料（税）水準の統一

1 基本的な考え方 1 基本的な考え方 1 基本的な考え方

現在、市町村間においては、医療費水準や保険料（税）水準に格差 現在、市町村間においては、医療費水準や保険料（税）水準に格差 現在、市町村間においては、医療費水準や保険料（税）水準に格差

があり、保険料（税）の算定方式等にも差異が見られます。 があり、保険料（税）の算定方式等にも差異が見られます。 があり、保険料（税）の算定方式等にも差異が見られます。

このような状況において、平成30年度から保険料（税）水準の統一 このような状況において、平成30年度から保険料（税）水準の統一 このような状況において、平成30年度から保険料（税）水準の統一

を実施するには課題が多く、保険料（税）負担の急変を招くため、医 を実施するには課題が多く、保険料（税）負担の急変を招くため、医 を実施するには課題が多く、保険料（税）負担の急変を招くため、医

療サービスの均質化や医療費適正化への取組を推進し、負担能力に応 療サービスの均質化や医療費適正化への取組を推進し、負担能力に応 療サービスの均質化や医療費適正化への取組を推進し、負担能力に応

じた負担を考慮していく必要があります。 じた負担を考慮していく必要があります。 じた負担を考慮していく必要があります。

保険料（税）率のあり方については、県内どこに居住しても同じ所 保険料（税）率のあり方については、県内どこに居住しても同じ所 保険料（税）率のあり方については、県内どこに居住しても同じ所

得であれば同じ保険料（税）とすべきという市町村との共通認識の下、 得であれば同じ保険料（税）とすべきという市町村との共通認識の下、 得であれば同じ保険料（税）とすべきという市町村との共通認識の下、

将来的には県統一保険料（税）率を目指します。 将来的には県統一保険料（税）率を目指します。 将来的には県統一保険料（税）率を目指します。

2 実現に向けた方向性 2 実現に向けた方向性 2 実現に向けた方向性

(1)算定方式 (1)算定方式 (1)算定方式
3方式とします。4方式を採用している市町村は、引き続き3方式 3方式とします。4方式を採用している市町村は、引き続き3方式 3方式とします。4方式を採用している市町村は、引き続き3方式

への移行を計画し、県全体としては、令和5年度までに全市町村が への移行を計画し、県全体としては、令和5年度までに全市町村が への移行を計画し、県全体としては、平成35年度までに全市町村が

3方式となることを目指します。 3方式となることを目指します。 3方式となることを目指します。

(2)次の事項の状況を見つつ、保険料（税）水準の統一に向けた取組 (2)次の事項の状況を見つつ、保険料（税）水準の統一に向けた取組 (2)次の事項の状況を見つつ、保険料（税）水準の統一に向けた取組
を推進していきます。 を推進していきます。 を推進していきます。

ア 被災市町村の復興状況 ア 被災市町村の復興状況 ア 被災市町村の復興状況

イ 保険料（税）負担の激変緩和措置の状況 イ 保険料（税）負担の激変緩和措置の状況 イ 保険料（税）負担の激変緩和措置の状況

ウ 医療計画の進捗状況 ウ 医療計画の進捗状況 ウ 医療計画の進捗状況

エ 医療費適正化計画の進捗状況 エ 医療費適正化計画の進捗状況 エ 医療費適正化計画の進捗状況

オ 市町村事務の標準化の状況 オ 市町村事務の標準化の状況 オ 市町村事務の標準化の状況

カ 保険料（税）収納率の状況 カ 保険料（税）収納率の状況 カ 保険料（税）収納率の状況

２



福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

3 取組期間と移行期間及び統一予定時期 3 取組期間と移行期間及び統一予定時期 3 取組期間と目標時期

運営方針の対象期間である令和5年度までを保険料（税）水準の 運営方針の対象期間である令和5年度までを保険料（税）水準の 運営方針の対象期間である平成35年度までを保険料（税）水準の

統一に向けた医療費格差の縮小や市町村事務の標準化、保険料収納率 統一に向けた医療費格差の縮小や市町村事務の標準化、保険料収納率 統一に向けた医療費格差の縮小や市町村事務の標準化等の取組期間と

向上等の取組期間とし、令和6年度に納付金算定における所得係数と標 向上等の取組期間とし、令和6年度に納付金算定における所得係数と標 し、平成36年度に医療費指数反映係数α＝0及び所得係数β値の統一

準保険料算定における所得係数を同値とすること（所得係数β値の統 準保険料算定における所得係数を同値とすること（所得係数β値の統 の達成を目標とします。

一）を目標とします。 一）を目標とします。

令和6年度から令和10年度までを県統一保険料率に向かう移行期間と 令和6年度から令和10年度までを県統一保険料率に向かう移行期間と その後、保険料（税）収納率の均質化を経て県統一保険料（税）

し、納付金算定において、①医療費等の状況の反映に係る調整（医 し、納付金算定において、①医療費等の状況の反映に係る調整（医 率 を 実 現 し ま す 。

療費指数反映係数α＝0に向けた調整）、②経費や公費の県単位 療費指数反映係数α＝0に向けた調整）、②経費や公費の県単位

化に向けた調整、③保険料収納率による調整を段階的に実施 化に向けた調整、③保険料収納率による調整を段階的に実施

します。 します。

県統一保険料率の統一予定時期は令和11年度とします。 県統一保険料率の統一予定時期は令和11年度とします。

ただし、必要と認められる場合は、当分の間、県と市町村が協議の

上、例外的な取扱いを可とします。

第４章 市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施に関する事項 第４章 市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施に関する事項 第４章 市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施に関する事項

第２節 目標収納率 第２節 目標収納率 第２節 目標収納率

1 現年度分 1 現年度分 1 現年度分

本県のこれまでの目標収納率の考え方は、県全体の収納率が全国順位 本県のこれまでの 目標収納率の考え方は、県全体 本県のこれまでの支援方針における目標収納率の考え方は、県全体

中位を目指すこととしています。 の収納率が全国順位中位を目指すこととしています。 の収納率が全国順位中位を目指すこととしてきました。

令和5年度までの期間において 令和5年度までの期間において全国順位を10位程度改善することを しかし、表4-1のとおり、平成25年度以降、本県の収納率はわずかず

94.54%（※）を県全体の目標収納率とし、被保険者 目標とします。94.54%（※）を県全体の目標収納率とし、被保険者 つですが下降しており、また、全国平均収納率を下回り全国中位の目標

規模別については、表4-8のとおり5区分で設定します。 規模別については、表4-8のとおり5区分で設定します。 を達成していません。

（※）令和5年度時点における全国33位の収納率を推計したもの （※）令和5年度時点における全国33位の収納率を推計したもの そのため、引き続き、支援方針と同様の91%を県平均の目標収納率とし、

被保険者規模別については、表4-8のとおり5区分で設定します。

2 過年度分 2 過年度分 2 過年度分

支援方針における過年度分の目標収納率（20%）は、平成27年度に 支援方針における過年度分の目標収納率（20%）は、平成27年度に 支援方針における過年度分の目標収納率（20%）は、平成27年度に

おいて達成しており、また、平成27年度においては全国平均を0.5% おいて達成しており、また、平成27年度においては全国平均を0.5% おいて達成しており、また、平成27年度においては全国平均を0.5%

上回っています。引き続き、現在の収納率を維持するよう目標収納 上回っています。引き続き、現在の収納率を維持するよう目標収納 上回っています。引き続き、現在の収納率を維持するよう目標収納

率を20%とします。 率を20%とします。 率を20%とします。

３

表４－８　被保険者規模別目標収納率
被保険者規模 目標収納率

(ｱ)5万人以上 90.00%
(ｲ)1万人以上5万人未満 92.67%
(ｳ)3千人以上1万人未満 92.70%
(ｴ)1千人以上3千人未満 94.39%
(ｵ)1千人未満 95.92%

表４－８　被保険者規模別目標収納率
被保険者規模 目標収納率

(ｱ)3万人以上 94.34%
(ｲ)1万人以上3万人未満 94.37%
(ｳ)3千人以上1万人未満 94.37%
(ｴ)1千人以上3千人未満 95.82%
(ｵ)1千人未満 98.47%

表４－８　被保険者規模別目標収納率
被保険者規模 目標収納率

(ｱ)3万人以上 94.34%
(ｲ)1万人以上3万人未満 94.37%
(ｳ)3千人以上1万人未満 94.37%
(ｴ)1千人以上3千人未満 95.82%
(ｵ)1千人未満 98.47%



福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

第６章 医療費の適正化の取組に関する事項 第６章 医療費の適正化の取組に関する事項 第６章 医療費の適正化の取組に関する事項

第２節 医療費適正化対策の充実強化 第２節 医療費適正化対策の充実強化 第２節 医療費適正化対策の充実強化

６ 糖尿病性腎症重症化予防 ６ 糖尿病性腎症重症化予防 ６ 糖尿病性腎症重症化予防

糖尿病性腎症が重症化し透析療法が必要となった場合、患者の 糖尿病性腎症が重症化し透析療法が必要となった場合、患者の 糖尿病性腎症が重症化し透析療法が必要となった場合、患者の

Quality Of Life（QOL）を著しく低下させ、また、国保の財政にも Quality Of Life（QOL）を著しく低下させ、また、国保の財政にも Quality Of Life（QOL）を著しく低下させ、また、国保の財政にも
大きな影響を及ぼします。 大きな影響を及ぼします。 大きな影響を及ぼします。

県は、県医師会、県糖尿病対策推進会議等関係団体と協力し 県は、県医師会、県糖尿病対策推進会議等関係団体と協力し 県は、県医師会、県糖尿病対策推進会議等関係団体と協力し

平成 29年度に策定（令和 2年度改定）した重症化予防プログラムに 平成 29年度に策定 した重症化予防プログラムに 平成 29年度に策定した重症化予防プログラムにおいて保健指導を
おいて保健指導を行うべき重症化予防対象者の基準などを明確化する おいて保健指導を行うべき重症化予防対象者の基準などを明確化する 行うべき重症化予防対象者の基準などを明確化するとともに、

とともに、当該プログラムに基づき地域の医師会等の関係団体と問題 とともに、当該プログラムに基づき地域の医師会等の関係団体と問題 当該プログラムに基づき地域の医師会等の関係団体と問題意識を

意識を共有し有効な重症化予防の取組ができるよう市町村を支援しま 意識を共有し有効な重症化予防の取組ができるよう市町村を支援しま 共有し有効な重症化予防の取組ができるよう市町村を支援します。

す。また、市町村の重症化予防の取組をより一層推進するためインセ す。また、市町村の重症化予防の取組をより一層推進するためインセ また、市町村の重症化予防の取組をより一層推進するためインセ

ンティブの強化を図ります。 ンティブの強化を図ります。 ンティブの強化を図ります。

市町村は、通院中の者であっても糖尿病の重症化リスクが高い対象 市町村は、通院中の者であっても糖尿病の重症化リスクが高い対象 市町村は、通院中の者であっても糖尿病の重症化リスクが高い対象

者に対しては、医療関係者と連携した保健指導を行い、被保険者の健 者に対しては、医療関係者と連携した保健指導を行い、被保険者の健 者に対しては、医療関係者と連携した保健指導を行い、被保険者の健

康保持・増進、QOLの維持とともに、医療費の適正化に努めます。 康保持・増進、QOLの維持とともに、医療費の適正化に努めます。 康保持・増進、QOLの維持とともに、医療費の適正化に努めます。

第７章 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 第７章 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 第７章 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

第１節 標準化、広域化、効率化に向けた取組 第１節 標準化、広域化、効率化に向けた取組 第１節 標準化、広域化、効率化に向けた取組

１ 被保険者証の様式 １ 被保険者証の様式 １ 被保険者証の様式

被保険者証の様式は、国保法施行規則の様式を基本として、各市 被保険者証の様式は、国保法施行規則の様式を基本として、各市 被保険者証の様式は、国保法施行規則の様式を基本として、各市

町村が所要の調整を加えて発行していますが、制度改革を機に、 町村が所要の調整を加えて発行していますが、制度改革を機に、 町村が所要の調整を加えて発行していますが、制度改革を機に、

被保険者（特に県内異動者）や医療機関にわかりやすくするため、 被保険者（特に県内異動者）や医療機関にわかりやすくするため、 被保険者（特に県内異動者）や医療機関にわかりやすくするため、

平成30年度から被保険者証の様式を統一します。 平成30年度から被保険者証の様式を統一します。 平成30年度から被保険者証の様式を統一します。

また、平成30年度以降もさらなる事務の効率化、標準化に向け、 また、平成30年度以降もさらなる事務の効率化、標準化に向け、 また、平成30年度以降もさらなる事務の効率化、標準化に向け、

更新時の被保険者証の印刷等の集約化についても検討します。 更新時の被保険者証の印刷等の集約化についても検討します。 更新時の被保険者証の印刷等の集約化についても検討します。

２ 葬祭費の支給額 ２ 葬祭費の支給額 ２ 葬祭費の支給額

葬祭費は、被保険者が死亡した場合、各市町村が条例の定める 葬祭費は、被保険者が死亡した場合、各市町村が条例の定める 葬祭費は、被保険者が死亡した場合、各市町村が条例の定める

ところにより支給しており、平成30年度から5万円に標準化します。 ところにより支給しており、平成30年度から5万円に標準化します。 ところにより支給しており、平成30年度から5万円に標準化します。

４

表７－１　葬祭費の支給状況
葬祭費支給額 市町村数

30,000円            4市町
50,000円          52市町村
60,000円            3市町村

表７－１　葬祭費の支給状況
葬祭費支給額 市町村数

30,000円            4市町
50,000円          52市町村
60,000円            3市町村

表７－１　葬祭費の支給状況
葬祭費支給額 市町村数

30,000円            4市町
50,000円          52市町村
60,000円            3市町村



福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

３ 一部負担金の減免基準 ３ 一部負担金の減免基準 ３ 一部負担金の減免基準

保険料（税）及び一部負担金の減免については、市町村が地域の 保険料（税）及び一部負担金の減免については、市町村が地域の 保険料（税）及び一部負担金の減免については、市町村が地域の

事情を踏まえて基準を定めていることから、基準の統一には課題が 事情を踏まえて基準を定めていることから、基準の統一には課題が 事情を踏まえて基準を定めていることから、基準の統一には課題が

多い現状にあります。 多い現状にあります。 多い現状にあります。

そこで、一部負担金の減免については、平成30年度から国の特別 そこで、一部負担金の減免については、平成30年度から国の特別 そこで、一部負担金の減免については、平成30年度から国の特別

調整交付金の財源補填の要件（下記通知）をもって標準化します。 調整交付金の財源補填の要件（下記通知）をもって標準化します。 調整交付金の財源補填の要件（下記通知）をもって標準化します。

※「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部 ※「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部 ※「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部

負担金の取扱いについて」 負担金の取扱いについて」 負担金の取扱いについて」

平成28年3月31日付け保発0331第23号 厚生労働省保険局長通知 平成28年3月31日付け保発0331第23号 厚生労働省保険局長通知 平成28年3月31日付け保発0331第23号 厚生労働省保険局長通知

４ 地方単独医療費助成事業の公費化 ４ 地方単独医療費助成事業の公費化 ４ 地方単独医療費助成事業の公費化

本県では、地方単独医療費助成事業について、保険医療機関等 本県では、地方単独医療費助成事業について、保険医療機関等 本県では、地方単独医療費助成事業について、保険医療機関等

での被保険者の受診方法、診療報酬の請求支払方法等の取扱が、 での被保険者の受診方法、診療報酬の請求支払方法等の取扱が、 での被保険者の受診方法、診療報酬の請求支払方法等の取扱が、

市町村毎と助成事業毎によって異なっています。 市町村毎と助成事業毎によって異なっています。 市町村毎と助成事業毎によって異なっています。

この取扱を国等公費による医療費助成事業と同じ受診方法、請求 この取扱を国等公費による医療費助成事業と同じ受診方法、請求 この取扱を国等公費による医療費助成事業と同じ受診方法、請求

支払方法等に標準化するため、地方単独医療費助成事業の公費化 支払方法等に標準化するため、地方単独医療費助成事業の公費化 支払方法等に標準化するため、地方単独医療費助成事業の公費化

（以下「地単公費化」という。）を進めます。 （以下「地単公費化」という。）を進めます。 （以下「地単公費化」という。）を進めます。

地単公費化を図ることで、保険医療機関等からの診療報酬請求に 地単公費化を図ることで、保険医療機関等からの診療報酬請求に 地単公費化を図ることで、保険医療機関等からの診療報酬請求に

ついて、国等公費による医療費助成事業と同様に法定給付割合の ついて、国等公費による医療費助成事業と同様に法定給付割合の ついて、国等公費による医療費助成事業と同様に法定給付割合の

診療報酬明細書に公費番号を付すことで、保険給付分と医療費助成 診療報酬明細書に公費番号を付すことで、保険給付分と医療費助成 診療報酬明細書に公費番号を付すことで、保険給付分と医療費助成

分を明確に分けて請求することができ、医療費の支払方法が標準化 分を明確に分けて請求することができ、医療費の支払方法が標準化 分を明確に分けて請求することができ、医療費の支払方法が標準化

されます。また、これにより、保険給付分の請求支払について、 されます。また、これにより、保険給付分の請求支払について、 されます。また、これにより、保険給付分の請求支払について、

県から国保連合会に直接支払うことが可能となり、市町村の事務 県から国保連合会に直接支払うことが可能となり、市町村の事務 県から国保連合会に直接支払うことが可能となり、市町村の事務

負担の軽減が図られることとなります。 負担の軽減が図られることとなります。 負担の軽減が図られることとなります。

現在、任意給付（保険給付10割）で実施している地方単独医療費 現在、任意給付（保険給付10割）で実施している地方単独医療費 現在、任意給付（保険給付10割）で実施している地方単独医療費

助成事業（18歳までの被保険者に係る医療費助成及び妊産婦医療費 助成事業（18歳までの被保険者に係る医療費助成及び妊産婦医療費 助成事業（18歳までの被保険者に係る医療費助成及び妊産婦医療費

助成）については、できる限り早い時期に課題の解決と開始時期の 助成）については、 できる限り早い時期に課題の 助成）については、平成32年度までのできる限り早い時期に課題の

決定を行えるよう、関係者との協議を進めていきます。 解決と開始時期の決定を行えるよう、関係者との協議を進めていき 解決と開始時期の決定を行えるよう、関係者との協議を進めていき

ます。 ます。

５



福島県国民健康保険運営方針 新旧対照表

改正案 第１回運営協議会提示案 改正前（現行）

第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に 第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に 第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に

関する事項 関する事項 関する事項

１ 地域包括ケアシステムの構築に向けての連携 １ 地域包括ケアシステムの構築に向けての連携 １ 地域包括ケアシステムの構築に向けての連携

本県総人口に占める後期高齢者（75歳以上）の割合は、平成27年度 本県総人口に占める後期高齢者（75歳以上）の割合は、平成27年度 本県総人口に占める後期高齢者（75歳以上）の割合は、平成27年度

12.9%から令和7年度には15.2%に増加すると推計されており、高齢化に 12.9%から令和7年度には15.2%に増加すると推計されており、高齢化に 12.9%から平成37年度には15.2%に増加すると推計されており、高齢化に

より医療費は増加することが考えられます。 より医療費は増加することが考えられます。 より医療費は増加することが考えられます。

そこで、可能な限り住み慣れた地域において、自分らしい生活を そこで、可能な限り住み慣れた地域において、自分らしい生活を そこで、可能な限り住み慣れた地域において、自分らしい生活を

人生の最期まで送れるよう地域の包括的な支援・サービス提供体制 人生の最期まで送れるよう地域の包括的な支援・サービス提供体制 人生の最期まで送れるよう地域の包括的な支援・サービス提供体制

である地域包括ケアシステムの構築は重要であり、国保保険者として、 である地域包括ケアシステムの構築は重要であり、国保保険者として、 である地域包括ケアシステムの構築は重要であり、国保保険者として、

地域包括ケアシステムに関する施策との連携を積極的に推進する 地域包括ケアシステムに関する施策との連携を積極的に推進する 地域包括ケアシステムに関する施策との連携を積極的に推進する

必要があります。 必要があります。 必要があります。

また、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険 また、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険

法等の一部を改正する法律（令和元年５月第９号）により、市町村に 法等の一部を改正する法律（令和元年５月第９号）により、市町村に

おける高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について規定の整 おける高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について規定の整

備等がなされたところであり、着実な事業実施が重要であります。 備等がなされたところであり、着実な事業実施が重要であります。

そのため、県においては、国保データベース（ＫＤＢ）システムな そのため、県においては、国保データベース（ＫＤＢ）システムな そのため、県においては、国保データベース（ＫＤＢ）システムな

どの健康・医療情報の情報基盤を活用し、各市町村の保健事業の実施 どの健康・医療情報の情報基盤を活用し、各市町村の保健事業の実施 どの健康・医療情報の情報基盤を活用し、各市町村の保健事業の実施

に係る課題の分析や情報提供などの支援を行っていきます。 に係る課題の分析や情報提供などの支援を行っていきます。 に係る課題の分析や情報提供などの支援を行っていきます。

６


